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   高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成３０年２月２７日提出 
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提案理由 

 飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアにおけるトレーニング環境の充実及びエリアの活性化を図

るため改正しようとする。 

 

 



   高山市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 高山市企業立地促進条例（平成１８年高山市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（助成金対象業種） （助成金対象業種） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 第１項に規定するもののほか、高地トレーニ

ングのための環境を整備すべき区域として規

則で定める区域内（以下「高地トレーニングエ

リア」という。）に、事業所等を新設、増設又

は移設しようとする宿泊業（規則で定めるもの

に限る。以下同じ。）及びスポーツ施設提供業

は、助成金の対象業種とする。 



改  正  前 改  正  後 

  

別表第１（第３条、第７条関係） 

助成金の種類 交付の要件 助成金の額 交付の時期及び

期間 

雇用促進助成金の項・事業所等設置助成金の項 （略） 

事業所等新設

助成金 

 

 

投下固定資産の取得価格の合計額

（以下「投下固定資産総額」という。）

の１００分の１０以内の額 

操業開始した年

度又は翌年度 

事業所等借上

助成金 

基準日において、当該基準日前

１年間に支払った借上料等が２

４０万円以上であること。ただ

し、本社機能移転計画による場

合は、借上料等を支払っている

こと。 

基準日前１年間に支払った借上料等

の１００分の５０以内の額で、１億

円を限度とする。 

操業開始した年

度の翌年度から

５年間 

別表第２（第５条、第９条関係） 

助成金の種類 指定の要件 

投下固定資産総額又は年間の借上料等 常時雇用従業員の数 

雇用促進助成金の項 （略） 
   

事業所等設置助成金 

 

 

 

 

 

 

 

 

投下固定資産総額が３，０００万円以上

（過疎地域にあっては、２，７００万円

を超える場合）であること。ただし、本

社機能移転計画による場合は、投下固定

資産総額が、中小企業にあっては１，０

００万円以上、その他の企業にあっては

２，０００万円以上であること。 

増設又は移設の場合は、操業開始の日に

おける常時雇用従業員の数が基準従業

員数より３人以上増加していること。た

だし、本社機能移転計画による場合は、

中小企業にあっては５人以上、その他の

企業にあっては１０人以上であること。 

 

 

 

別表第１（第３条、第７条関係） 

助成金の種類 交付の要件 助成金の額 交付の時期及び

期間 

雇用促進助成金の項・事業所等設置助成金の項 （略） 

事業所等新設

助成金 

 投下固定資産の取得価格の合計額

（以下「投下固定資産総額」という。）

の１００分の１０以内（高地トレー

ニングエリアにおける学術・開発研

究機関のうち規則で定めるもの、宿

泊業及びスポーツ施設提供業におい

ては、１００分の２０以内）の額 

操業開始した年

度又は翌年度 

 

事業所等借上

助成金 

基準日において、当該基準日前１

年間に支払った借上料等が２４

０万円以上であること。ただし、

本社機能移転計画による場合は、

借上料等を支払っていること。 

基準日前１年間に支払った借上料等

の１００分の５０以内（高地トレー

ニングエリアにおける学術・開発研

究機関のうち規則で定めるもの、宿

泊業及びスポーツ施設提供業におい

ては、１００分の６０以内）の額。

ただし、交付期間において１億円を

限度とする。 

操業開始した年

度の翌年度から

５年間 

別表第２（第５条、第９条関係） 

助成金の種類 指定の要件 

投下固定資産総額又は年間の借上料等 常時雇用従業員の数 

雇用促進助成金の項 （略） 
   

事業所等設置助成金 

 

 

 

 

 

 

 

 

投下固定資産総額が３，０００万円以上

（過疎地域にあっては、２，７００万円

を超える場合）であること。ただし、本

社機能移転計画による場合は、投下固定

資産総額が、中小企業にあっては１，０

００万円以上、その他の企業にあっては

２，０００万円以上であること。 

 

 

増設又は移設の場合は、操業開始の日に

おける常時雇用従業員の数が基準従業

員数より３人以上（本社機能移転計画に

よる場合は、中小企業にあっては５人以

上、その他の企業にあっては１０人以

上）増加していること。ただし、高地ト

レーニングエリアにおける学術・開発研

究機関のうち規則で定めるもの、宿泊業

及びスポーツ施設提供業にあっては、１



 
   

事業所等新設助成金の項 （略） 

事業所等借上助成金 年間の借上料等の見込額が２４０万円

以上であること。ただし、本社機能移転

計画による場合は、年間の借上料等が見

込まれること。 

増設又は移設の場合は、操業開始の日に

おける常時雇用従業員の数が基準従業

員数より３人以上増加していること。た

だし、本社機能移転計画による場合は、

中小企業にあっては５人以上、その他の

企業にあっては１０人以上であること。 

 

 

 

 
 

  人以上増加していること。 
   

事業所等新設助成金の項 （略） 

事業所等借上助成金 年間の借上料等の見込額が２４０万円

以上であること。ただし、本社機能移転

計画による場合は、年間の借上料等が見

込まれること。 

増設又は移設の場合は、操業開始の日に

おける常時雇用従業員の数が基準従業

員数より３人以上（本社機能移転計画に

よる場合は、中小企業にあっては５人以

上、その他の企業にあっては１０人以

上）増加していること。ただし、高地ト

レーニングエリアにおける学術・開発研

究機関のうち規則で定めるもの、宿泊業

及びスポーツ施設提供業にあっては、１

人以上増加していること。 
 

  

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、この条例による改正後の高山市企業立地促進条例の規定は、施行日以後に操業開始する事業所等について適用する。 


